
 
袋井市春岡に位置する真言宗の古刹、安養山西楽寺。西楽寺には、

4000点余りの近世文書が残されています。 

歴史文化館では、令和２年度から３年度にかけて、西楽寺文書の

調査を計画しています。そして、４つの重要なテーマを立て、西楽

寺文書から分かる、袋井の近世・近代史（近世は、おおよそ織田信

長の上洛から黒船来航～廃藩置県まで）を速報的に紹介します。 

全４回シリーズのうち、第１回となる今回は、全体の基礎となる、

「江戸時代の西楽寺はどんなところだったのか？」というテーマに

よって、西楽寺文書から近世西楽寺の歴史を紹介します。 

西楽寺に残された縁起（寺の歴史を編纂した史料）や、近世西楽

寺の組織形成がわかる古文書・記録類から、近世の西楽寺が形成さ

れていった過程を追いかけます。 

 

袋
井
市
歴
史
文
化
館 

令
和
二
年
度
企
画
展 

中
遠
の
古
刹 

真
言
宗
西
楽
寺
Ⅰ 
―
―
縁
起
と
系
譜
―
― WEB 版 



  
 

西
楽
寺
勧
進
記 

中
世
西
楽
寺
の
火
災
を
伝
え
る
縁
起 

勧
進
沙
門
敬
白 

請
下

殊
蒙
二

国
家
之
助
縁
一

、
令
レ

建
二

立 

西
楽
寺
塔
婆
一

事
上

。 
伏
以
二

前
仏
者
隠
一

、
月
氏
教
風
者
伝
二

日
域
一

、
正
法 

世
権
者
盛
而
、
施
二

済
度
之
益
一

不
レ

異
二

如
来
在
世
一

。
然
者 

未
来
永
々
後
仏
之
出
世
何
時
乎
。
元
来
我
朝
者 

大
日
印
文
之
本
国
、
寧
耐
仏
法
東
漸
、
理
耀
神
明
、 

和
光
之
陰
、
観
念
釈
道
之
利
生
是
新
也
。
厥
当
寺
者 

行
基
菩
薩
草
創
之
梵
閣
、
懸
送
二

星
霜
一

、
后
中
絶
之
砌
、 

堀
河
院
御
宇
六
条
右
大
臣
顕
房
公

企
二

再
興
一

備
二 

叡 

慮
一

、
敬
信
深
故
、
今
般
既
成
二

真
言
会
場
一

、
為
二

醍
醐
之 

末
寺
一

。
而
去
天
文
歳
次

戊
戌

年
中
、
従
二

閭
巷
一

之
近
風
火
災 

起
来
伽
藍
都
成
レ

焔
、
嗚
呼
幽
跡
之
地
香
煙
絶
、
霞 

貽
玉
殿
之
辺
灯
消
尽
月
寒
。
自
箇
已
降
、
衆
徒 

道
俗
各
々
運
二

捨
身
斗
薮
之
功
一

、
荒
々
雖
レ

令
レ

建
二

立 

堂
舎
鎮
壇
等
一

、
聊
塔
婆
之
貯
無
。
茲
倩
拷
二

旧
儀
一

、
古 

有
二

発
心
無
比
之
沙
門
一

、
承
二

虚
空
蔵
菩
薩
之
寄
瑞
一

、
宛 

造
二

立
三
重
之
支
提
本
尊
一

、
則
安
二

置
能
満
虚
空
蔵
一

、 

蓋
此
尊
誓
願
者
一
遍
唱
レ

口
念
レ

心
増
福
智
如
二

指
掌
一

。 

 
難
し
い
縁
起 

「
西
楽
寺
勧
進
記
」（
西
楽
寺
文
書
中
世
八
号
）
は
、
弘
治

三
年
（
一
五
五
七
）
に
記
さ
れ
た
史
料
で
す
。
巻
子
本
で
、
縦

三
〇
．
八
cm×

横
一
三
五
．
〇
cm
。
天
文
七
年
（
戊
戌
年
＝

一
五
三
八
年
）
に
、
近
く
の
村
里
の
火
災
が
延
焼
し
、
伽
藍

が
焼
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
、
伽
藍
の
修
理
の
た
め
に
勧
進

を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

「
西
楽
寺
勧
進
記
」
は
、
貴
重
な
中
世
文
書
で
あ
り
、『
袋

井
市
史 

史
料
編
一 

古
代
中
世
』
三
〇
三
頁
に
も
本
文
が

収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
（
上
の
文
字
起
こ
し
は
、
原
史

料
と
漢
文
読
解
に
よ
っ
て
一
部
文
字
や
句
読
点
を
修
正
し
て

い
る
）、
こ
れ
ま
で
う
ま
く
読
ま
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

と
い
う
の
も
、「
西
楽
寺
勧
進
記
」
は
、
か
な
り
崩
れ
た
日

本
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
う
ま
く
文
章
と
し
て
読
め

な
か
っ
た
か
ら
で
す
。 

ま
た
、
本
文
一
行
目
の
「
伝
」
が
「
侍
」
の
よ
う
に
崩
さ
れ

て
い
る
こ
と
や
、
市
史
編
纂
者
が
、「
登
即
」（
す
ぐ
に
、
の 
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意
）
な
ど
の
熟
語
に
気
づ
け
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
原
因
も

あ
り
ま
す
。 

 

で
は
、「
西
楽
寺
勧
進
記
」
は
ど
の
よ
う
に
崩
れ
た
日
本
漢

文
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

注
目
し
た
い
の
は
、「
不
レ

為
レ

見
レ

義
無
レ

勇
」
と
い
う
表

現
で
す
（
左
上
写
真
）。 

 

こ
れ
は
『
論
語
』
為
政
、
二
四
の
引
用
で
す
が
、
正
確
な
原

文
は
「
見
レ

義
不
レ

為
、
無
レ

勇
也
」（「
義
を
見
て
せ
ざ
る
は
勇

無
き
な
り
」
／
最
近
は
「
義
を
見
て
為
さ
ざ
る
は
」
と
読
む

向
き
も
あ
る
よ
う
で
す
）
で
す
。 

 

「
西
楽
寺
勧
進
記
」
の
文
は
、「
為
」
の
返
り
方
が
大
き
く

誤
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、「
ギ
ヲ
ミ
テ
セ
ザ
ル
ハ
…
…
」
と
い
う
日
本
語
の

音
の
み
知
っ
て
い
て
、「『
不
』
や
『
為
』（
日
本
漢
文
で
は
受

け
身
や
可
能
、
尊
敬
の
意
味
で
『
す
』
や
『
せ
』
と
読
み
ま

す
）
は
絶
対
に
返
る
は
ず
だ
」
と
い
う
、
部
分
的
な
漢
文
の

知
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

「
西
楽
寺
勧
進
記
」
著
者
は
、
日
本
語
の
音
を
漢
字
に
映

し
て
書
い
て
い
る
、
漢
文
の
知
識
は
、
日
本
漢
文
の
、
証
文

な
ど
で
よ
く
あ
る
返
り
方
の
み
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
そ
う

念
頭
に
置
い
て
、
上
の
よ
う
に
返
り
点
を
振
っ
て
み
ま
し
た
。 

 

【
参
考
文
献
】 

１
、
袋
井
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
袋
井
市
史 

史
料
編
一 

古
代
中
世
』

（
袋
井
市
、
一
九
八
一
年
）。 

２
、
森
井
雅
彦
「
西
楽
寺
の
歴
史
」
（
西
楽
寺
編
『
西
楽
寺
』
、
一
九
九

四
年
）。 

３
、
加
地
伸
行
『
論
語
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）。 

尚
経
云
、
「
専
称
二

名
号
一

、
得
二

無
量
福
一

、
減
二

無
量
罪
一

、
命
終 

往
二

生
阿
弥
陀
仏
国
一

、
或
入
二

軍
陣
庭
一

、
退
二

諸
怨
敵
一

」
文
。 

誰
不
レ

頼
二

此
慈
辱
一

乎
。
今
又
爰
在
有
レ

縁
、
老
者
忝
蒙
二 

彼
菩
薩
之
霊
夢
一

、
不
思
議
々
々
々
、
忽
僅
二

施
米
穀
之
粮
一

、 

不
レ

為
レ

見
レ

義
無
レ

勇
、
頻
求
二

寄
材
木
一

、
既
召
二

居
大
工
一 

雖
レ

覃
二

釿
立
一

、
良
似
下

短
爪
穿
二

大
山
一

少
指
測
中

宮
海
上

。
併 

自
非
諸
人
高
下
之
助
成
者
、
大
願
争
輙
可
二

成
就
一

乎
。 

宣
二

昔
意
趣
一

伺
二

大
守
厳
詞
一

、
不
レ

洩
二

州
域
辺
土
一

、
勧
二

平
等 

哀
憐
一

、
強
不
レ

扣
二

富
貴
之
門
一

、
不
レ

蔑
二

貧
賤
扉
一

、
啻
供
二

一
鉢
之 

漿
一

、
挑
二

一
盞
之
燭
一

、
皆
酬
二

小
固
大
果
之
善
一

者
也
。
殊
塔
婆
者 

翻
功
徳
聚
、
所
謂
福
智
円
満
之
当
相
故
、
風
聞
南
天 

鉄
塔
者
、
遮
那
内
証
法
界
宮
、
諸
仏
薩
埵
之
密
蔵
也
。 

鄙
此
楮
桑
、
本
朝
之
内
、
雖
レ

容
二

弘
法
大
師
一

、
移
二

彼
於
高
野 

峯
一

号
二

大
塔
一

。
令
レ

度
二

多
之
群
類
一
并

諸
寺
諸
社
之
前 

堆
組
二

立
一
基
一

奉
崇
事
三
国
共
斉
者
歟
。
可
レ

知
二 

九
輪
殊
形
レ

燧
塞
一
レ

鍔
者
、
広
表
十
界
之
依
正
誠
、
其 

徳
嶺
峨
々
、
誰
斗
二

深
意
一

乎
。
冀
不
レ

憚
二

多
少
一

励
二 

丹
精
一

者
、
合
二

自
他
之
力
一

、
早
遂
二

大
功
一

事
、
無
レ

疑
下

実
投
二

小 

財
一

輩
、
現
世
驕
増
長
福
寿
嘉
算
到
来
上

、
登
即
経
二

安 

楽
浄
刹
一

。
仍
勧
発
之
趣
大
綱
如
レ

斯
。
敬
白
。 

 
 

 
 

弘
治
三
年 

月 

日 

勧
進
沙
門
敬
白 

「不為見義……」拡大着色 
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遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚 

最
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
西
楽
寺
縁
起 

［
原
文
］ 

 

遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚 

 

一
本
堂 

本
間 

八
間
四
方 

 
 

一
鎮
守 

九
尺
之
宮 

 
 

一
末
社
荒
神 

三
尺
五
寸
之
宮 

 
 

一
末
社
天
神 

三
尺
之
宮 

 
 

一
拝
殿 

本
間
弐
間
半
七
間 

 
 

一
御
供
所 

本
間
弐
間
五
間 

 
 

一
稲
荷
宮 

三
尺
五
寸
之
宮 

 
 

一
護
摩
堂 

本
間
五
間
六
間 

 
 

一
釈
迦
堂 

本
間
三
間
三
間
半 

 
 

一
弘
法
大
師
影
堂 

本
間
三
間
三
間
半 

 
 

一
鐘
楼
堂 

弐
間
四
方 

 
 

一
二
王
門 

本
間
三
間
四
方 

 

遠
江
国
周
智
郡
山
名
庄
宇
刈
之
郷
西
楽
寺
者
、 

     

聖
武
天
皇
御
宇
御
暦
神
亀
元
年
甲

子

行
基
菩
薩
為
レ

草
二

創
梵

閣
一

。
中
古
堂
社
退
転
之
時
節
、
寛
治
元
年
丁

卯 

堀
河
院
御
宇
六
条
右
大
臣
顕
房
公
企
二

再
興
一

、
備
二 

叡
慮
一

改
成
二

真
言
之
霊
場
一

、
醍
醐
報
恩
院
為
二

末
寺
一

。
然

所
仁

武
田
信
玄
公
遠
州
江

発
向
之
刻
、
西
楽
寺
堂
社
仏
閣
被 

レ

及
二

放
火
一

候
。
此
旨 

権
現
様
浜
松
御
居
城
之
節
奉
レ

達
二 

上
聞
一

候
。
或
特
仁

西
楽

寺
江

被
レ

為
レ

立
二 

御
馬
一

、
駿
州
建
穂
寺
院
主
坊
幸
遍
被
二 

召
出
一

、
西
楽
寺
被
レ

成
二

下
御
祈
祷
所
与
一

、
被
レ

為
二 

仰
付
一

候
。
以
来
御
祈
祷
之
護
摩
無
二

懈
怠
一

致
二

勤
行
一

。
護

摩
之
御
板
札
従
二

其
砌
一 

御
城
江

差
上
申
候
。
幸
遍
西
楽
寺
致
二

拝
領
一

、
右
之
通
堂
社
仏

閣
建
立
仕
候
。
雖
然
、
至
二

近
頃
仁

一

堂
社
零
落
仕
候
ニ

付
、
葺

替
仕
度
奉
レ

存
候
得
共
、
近
年
買
人
手
前
榑
木
不
自
由
ニ
而

、
自

分
ニ

修
覆
不
二

罷
成
一

候
故
、
達
二

高
聞
一

候
。
遠
州
舟
明
ニ

而
御

榑
木
弐
万
丁
御
拝
借
被
レ

為
二 

仰
付
一

被
レ

下
置
一

候
者
、
難

レ

有
可
レ

奉
レ

存
候
。
以
二

御
憐
愍
を
一

堂
社
葺
替
罷
成
申
候
者
、

上
納
金
之
儀
者
、
西
楽
寺
領
百
七
拾
石
之
内
、
本
尊
鎮
守
之

修
理
領
五
拾
石 

御
寄
附
御
座
候
を
以
差
上
申
様
ニ

被
レ

為
二 

仰
付
一

被
二

下 

置
一

候
者
難
レ

有
可
レ

奉
レ

存
候
。
仍
御
訴
訟
之
趣
粗
言
上
如 

レ

件
。 

 

延
宝
七
年
己

未

十
二
月
十
八
日 

遠
州

西
楽
寺 

  

寺
社
御
奉
行
所 

［
現
代
語
訳
］（
本
文
の
み
） 

 

遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚 

 

（
中
略
） 

  

遠
江
国
周
智
郡
山
名
庄
宇
刈
の
郷
に
あ
る
西
楽
寺
は
、
聖

武
天
皇
の
御
代
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
に
行
基
菩
薩
が
草

創
し
た
梵
閣
で
す
。 

中
古
（
平
安
時
代
を
指
す
こ
と
が
多
い
）
に
堂
社
が
退
転

し
た
時
、
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）、
堀
河
院
（
堀
河
天
皇
）

の
御
代
に
、
六
条
右
大
臣
源
顕
房
公
が
（
西
楽
寺
の
）
再
興

を
企
て
、
堀
河
院
の
許
可
も
得
、
西
楽
寺
を
真
言
の
霊
場
と

し
、
醍
醐
報
恩
院
の
末
寺
と
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 

そ
う
し
て
い
た
ら
、
武
田
信
玄
公
が
遠
州
へ
や
っ
て
き
た

時
に
、
西
楽
寺
の
堂
社
仏 

閣
に
放
火
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 
 

 

こ
の
旨
が
、
当
時
浜
松
城
に
い
た
権
現
様
（
徳
川
家
康
）

の
上
聞
に
達
し
ま
し
た
。
西
楽
寺
へ
御
馬
を
走
ら
せ
（
＝
使 

     

い
を
遣
わ
し
）、
駿
州
建
穂
寺
院
主
坊
の
幸
遍
を
召
出
し
、
西

楽
寺
を
御
祈
祷
所
に
し
（
て
幸
遍
に
任
せ
）
た
こ
と
を
仰
せ

つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
御
祈
祷
巻
数
、
護
摩
を
懈
怠
な
く

勤
め
て
い
ま
す
。
護
摩
の
御
板
札
は
そ
の
時
か
ら
御
城
（
江

城
）
へ
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

幸
遍
は
西
楽
寺
を
拝
領
し
、
右
の
と
お
り
堂
社
仏
閣
を
建

立
し
ま
し
た
。 

 
 

 

し
か
し
、
近
頃
に
至
り
、
堂
社
は
零
落
し
、
屋
根
を
葺
き

替
え
た
い
と
思
っ
て
も
、
近
年
は
買
う
の
に
も
苦
労
し
、
榑

木
（
板
葺
き
の
屋
根
の
材
料
）
に
不
自
由
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 

自
力
で
修
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
高

聞
に
達
し
、
遠
州
船
明
で
、
榑
木
二
万
丁
を
拝
借
で
き
る
よ

う
、
仰
せ
付
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
あ
り
が
た
く
思
っ

て
い
ま
す
。 

 
 

 

御
憐
愍
を
以
て
、
堂
社
の
葺
き
替
え
が
成
っ
た
ら
、
そ
の

上
納
金
は
、
西
楽
寺
領
（
朱
印
地
）
一
七
〇
石
の
内
、
本
尊
鎮

守
の
修
理
領
（
そ
の
土
地
の
収
益
を
本
尊
・
鎮
守
の
修
理
費

用
に
充
て
る
、
と
し
て
い
る
領
知
の
こ
と
）
と
し
て
五
〇
石

寄
附
し
て
い
る
土
地
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
払
え

ば
良
い
、
と
仰
せ
付
け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
、
あ
り
が
た

い
限
り
で
す
。 

 

よ
っ
て
、
御
訴
訟
（
江
戸
時
代
の
言
葉
で
は
、「
訴
訟
」
は
、

「
嘆
願
」
と
か
「
お
願
い
」
と
い
っ
た
、
現
代
よ
り
も
軽
い
意

味
）
の
趣
を
粗
々
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 

延
宝
七
年
己

未

十
二
月
十
八
日 

遠
州

西
楽
寺 

  

寺
社
御
奉
行
所 

 

 

近
世
西
楽
寺
を
代
表
す
る
縁
起 

多
く
残
さ
れ
た
西
楽
寺
の
縁
起
の
中
で
、
最
も
数
が
多
く
、

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
内
容
を
持
つ
と
見
ら
れ
る
も
の
が
、「
遠
州

西
楽
寺
堂
社
之
覚
」
で
す
。 

延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
十
二
月
十
八
日
に
、
西
楽
寺
か

ら
寺
社
奉
行
へ
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

本
文
は
、
①
西
楽
寺
は
神
亀
年
間
に
行
基
に
よ
っ
て
草
創

さ
れ
た
、
②
平
安
時
代
に
は
衰
退
し
て
い
た
が
、
寛
治
元
年

（
一
〇
八
七
）
に
、
源
顕
房
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
真
言
宗

と
な
っ
た
、
③
武
田
信
玄
の
兵
火
に
よ
っ
て
、
西
楽
寺
は
焼

か
れ
て
し
ま
っ
た
、
④
武
田
信
玄
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
後
、

徳
川
家
康
に
よ
っ
て
救
っ
て
も
ら
っ
た
、
と
い
う
、
四
つ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心
に
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

行
基
は
、
神
亀
年
間
に
は
弾
圧
さ
れ
て
い
た
上
、
そ
の
行

動
半
径
は
畿
内
に
限
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
か
ら
、
遠
州

ま
で
出
張
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

源
顕
房
は
、
村
上
源
氏
と
い
う
、
摂
関
家
と
密
接
な
関
係 
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を
も
つ
一
族
の
人
物
で
す
。
村
上
源
氏
は
、
醍
醐
寺
と
関
係

が
深
か
っ
た
の
で
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
真
実
で
あ
る
可
能

性
は
あ
り
ま
す
が
、
関
連
資
料
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

武
田
信
玄
は
、『
袋
井
市
史 

通
史
編
』
の
頃
か
ら
、
袋
井

ま
で
兵
火
を
伸
ば
し
て
は
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

つ
ま
り
、
こ
の
縁
起
で
信
憑
性
が
高
い
の
は
、
徳
川
家
康

以
降
の
記
述
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
江
戸
時
代

の
寺
社
縁
起
が
、
建
物
の
修
理
な
ど
に
際
し
て
、「
う
ち
の
お

寺
は
徳
川
家
と
関
係
が
深
い
」
と
主
張
す
る
た
め
に
添
付
さ

れ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
徳
川
家
と
の
関
係
に
向
か
っ
て
、

劇
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
く
の
が
、
寺
社
縁
起
の
常
で
し
た
。 

【
参
考
文
献
】 

１
、
吉
村
茂
樹
「
醍
醐
寺
無
量
光
院
の
創
立
と
肥
後
国
山
鹿
荘
―
―
醍

醐
寺
と
村
上
源
氏
と
の
関
係
」（『
古
代
学
』
６
（
４
）、
一
九
五
八

年
）。 

２
、
井
上
薫
『
行
基
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）。 

３
、
桜
井
徳
太
郎
「
縁
起
の
類
型
と
展
開
」（
桜
井
徳
太
郎
・
萩
原
龍
夫
・

宮
田
登
校
注
『
寺
社
縁
起
』
日
本
思
想
大
系
20
、
岩
波
書
店
、
一

九
七
五
年
）。 

４
、
平
岡
定
海
『
日
本
寺
院
史
の
研
究 

中
世
・
近
世
編
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
八
年
）。 

５
、
朴
澤
直
秀
「
近
世
の
仏
教
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史 

第
11
巻 

近

世
２
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
。 

６
、
丸
島
和
洋
『
武
田
勝
頼 

試
さ
れ
る
戦
国
大
名
の
「
器
量
」
』
（
平

凡
社
、
二
〇
一
七
年
）。 

７
、
巽
昌
子
「
醍
醐
寺
に
お
け
る
院
家
の
役
割 

―
報
恩
院
の
相
続
を

基
に
―
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
28
、
二
〇
一
八

年
）。 

［
原
文
］ 

 

遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚 

 

一
本
堂 

本
間 

八
間
四
方 

 
 

一
鎮
守 

九
尺
之
宮 

 
 

一
末
社
荒
神 

三
尺
五
寸
之
宮 

 
 

一
末
社
天
神 

三
尺
之
宮 

 
 

一
拝
殿 

本
間
弐
間
半
七
間 

 
 

一
御
供
所 

本
間
弐
間
五
間 

 
 

一
稲
荷
宮 

三
尺
五
寸
之
宮 

 
 

一
護
摩
堂 

本
間
五
間
六
間 

 
 

一
釈
迦
堂 

本
間
三
間
三
間
半 

 
 

一
弘
法
大
師
影
堂 

本
間
三
間
三
間
半 

 
 

一
鐘
楼
堂 

弐
間
四
方 

 
 

一
二
王
門 

本
間
三
間
四
方 

 

遠
江
国
周
智
郡
山
名
庄
宇
刈
之
郷
西
楽
寺
者
、 

     

聖
武
天
皇
御
宇
御
暦
神
亀
元
年
甲

子

行
基
菩
薩
為
レ

草
二

創
梵

閣
一

。
中
古
堂
社
退
転
之
時
節
、
寛
治
元
年
丁

卯 

堀
河
院
御
宇
六
条
右
大
臣
顕
房
公
企
二

再
興
一

、
備
二 

叡
慮
一

改
成
二

真
言
之
霊
場
一

、
醍
醐
報
恩
院
為
二

末
寺
一

。
然

所
仁

武
田
信
玄
公
遠
州
江

発
向
之
刻
、
西
楽
寺
堂
社
仏
閣
被 

レ

及
二

放
火
一

候
。
此
旨 

権
現
様
浜
松
御
居
城
之
節
奉
レ

達
二 

上
聞
一

候
。
或
特
仁

西
楽

寺
江

被
レ

為
レ

立
二 

御
馬
一

、
駿
州
建
穂
寺
院
主
坊
幸
遍
被
二 

召
出
一

、
西
楽
寺
被
レ

成
二

下
御
祈
祷
所
与
一

、
被
レ

為
二 

仰
付
一

候
。
以
来
御
祈
祷
之
護
摩
無
二

懈
怠
一

致
二

勤
行
一

。
護

摩
之
御
板
札
従
二

其
砌
一 

御
城
江

差
上
申
候
。
幸
遍
西
楽
寺
致
二

拝
領
一

、
右
之
通
堂
社
仏

閣
建
立
仕
候
。
雖
然
、
至
二

近
頃
仁

一

堂
社
零
落
仕
候
ニ

付
、
葺

替
仕
度
奉
レ

存
候
得
共
、
近
年
買
人
手
前
榑
木
不
自
由
ニ
而

、
自

分
ニ

修
覆
不
二

罷
成
一

候
故
、
達
二

高
聞
一

候
。
遠
州
舟
明
ニ

而
御

榑
木
弐
万
丁
御
拝
借
被
レ

為
二 

仰
付
一

被
レ

下
置
一

候
者
、
難

レ

有
可
レ

奉
レ

存
候
。
以
二

御
憐
愍
を
一

堂
社
葺
替
罷
成
申
候
者
、

上
納
金
之
儀
者
、
西
楽
寺
領
百
七
拾
石
之
内
、
本
尊
鎮
守
之

修
理
領
五
拾
石 

御
寄
附
御
座
候
を
以
差
上
申
様
ニ

被
レ

為
二 

仰
付
一

被
二

下 

置
一

候
者
難
レ

有
可
レ

奉
レ

存
候
。
仍
御
訴
訟
之
趣
粗
言
上
如 

レ

件
。 

 

延
宝
七
年
己

未

十
二
月
十
八
日 

遠
州

西
楽
寺 

  

寺
社
御
奉
行
所 

［
現
代
語
訳
］（
本
文
の
み
） 

 

遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚 

 

（
中
略
） 

  

遠
江
国
周
智
郡
山
名
庄
宇
刈
の
郷
に
あ
る
西
楽
寺
は
、
聖

武
天
皇
の
御
代
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
に
行
基
菩
薩
が
草

創
し
た
梵
閣
で
す
。 

中
古
（
平
安
時
代
を
指
す
こ
と
が
多
い
）
に
堂
社
が
退
転

し
た
時
、
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）、
堀
河
院
（
堀
河
天
皇
）

の
御
代
に
、
六
条
右
大
臣
源
顕
房
公
が
（
西
楽
寺
の
）
再
興

を
企
て
、
堀
河
院
の
許
可
も
得
、
西
楽
寺
を
真
言
の
霊
場
と

し
、
醍
醐
報
恩
院
の
末
寺
と
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 

そ
う
し
て
い
た
ら
、
武
田
信
玄
公
が
遠
州
へ
や
っ
て
き
た

時
に
、
西
楽
寺
の
堂
社
仏 

閣
に
放
火
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 
 

 

こ
の
旨
が
、
当
時
浜
松
城
に
い
た
権
現
様
（
徳
川
家
康
）

の
上
聞
に
達
し
ま
し
た
。
西
楽
寺
へ
御
馬
を
走
ら
せ
（
＝
使 

     

い
を
遣
わ
し
）、
駿
州
建
穂
寺
院
主
坊
の
幸
遍
を
召
出
し
、
西

楽
寺
を
御
祈
祷
所
に
し
（
て
幸
遍
に
任
せ
）
た
こ
と
を
仰
せ

つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
御
祈
祷
巻
数
、
護
摩
を
懈
怠
な
く

勤
め
て
い
ま
す
。
護
摩
の
御
板
札
は
そ
の
時
か
ら
御
城
（
江

城
）
へ
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

幸
遍
は
西
楽
寺
を
拝
領
し
、
右
の
と
お
り
堂
社
仏
閣
を
建

立
し
ま
し
た
。 

 
 

 

し
か
し
、
近
頃
に
至
り
、
堂
社
は
零
落
し
、
屋
根
を
葺
き

替
え
た
い
と
思
っ
て
も
、
近
年
は
買
う
の
に
も
苦
労
し
、
榑

木
（
板
葺
き
の
屋
根
の
材
料
）
に
不
自
由
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 

自
力
で
修
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
高

聞
に
達
し
、
遠
州
船
明
で
、
榑
木
二
万
丁
を
拝
借
で
き
る
よ

う
、
仰
せ
付
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
あ
り
が
た
く
思
っ

て
い
ま
す
。 

 
 

 

御
憐
愍
を
以
て
、
堂
社
の
葺
き
替
え
が
成
っ
た
ら
、
そ
の

上
納
金
は
、
西
楽
寺
領
（
朱
印
地
）
一
七
〇
石
の
内
、
本
尊
鎮

守
の
修
理
領
（
そ
の
土
地
の
収
益
を
本
尊
・
鎮
守
の
修
理
費

用
に
充
て
る
、
と
し
て
い
る
領
知
の
こ
と
）
と
し
て
五
〇
石

寄
附
し
て
い
る
土
地
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
払
え

ば
良
い
、
と
仰
せ
付
け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
、
あ
り
が
た

い
限
り
で
す
。 

 

よ
っ
て
、
御
訴
訟
（
江
戸
時
代
の
言
葉
で
は
、「
訴
訟
」
は
、

「
嘆
願
」
と
か
「
お
願
い
」
と
い
っ
た
、
現
代
よ
り
も
軽
い
意

味
）
の
趣
を
粗
々
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 

延
宝
七
年
己

未

十
二
月
十
八
日 

遠
州

西
楽
寺 

  

寺
社
御
奉
行
所 
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新
可
結
衆
牒 

西
楽
寺
最
重
要
史
料
の
一
つ 

が
混
乱
し
て
い
た
の
で
、
洛
東
の
醍
醐
に
行
っ
て
、
報
恩
院

寛
済
僧
正
と
、
本
末
関
係
を
結
ん
だ
、
と
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
後
に
見
る
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
の
近
世

西
楽
寺
本
末
関
係
決
定
の
一
件
に
関
わ
る
内
容
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
登
場
す
る
尊
堯
で
す
が
、
西
楽
寺
文

書
近
世
三
三
四
六
号
〔
寛
永
十
五
年
十
月
二
日
付
け
寛
済
書

状
〕
に
、「
今
度
西
楽
寺
当
住
持
法
印
尊
堯
上
洛
之
時
、
秘
密

道
具
被
二

新
調
一

了
」（
こ
の
度
、
西
楽
寺
住
持
の
尊
堯
が
上
洛

し
た
時
〔
法
流
授
与
の
時
〕
に
、
秘
密
道
具
を
新
調
し
た
そ

う
で
す
）
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
実
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
か

な
の
で
す
が
、
西
楽
寺
文
書
近
世
九
八
八
号
寛
永
十
五
年
八

月
二
十
五
日
付
け
「
新
古
義
取
障
済
口
証
文
」
に
よ
れ
ば
、

当
時
の
西
楽
寺
住
職
は
「
宥
真
」、
と
あ
り
ま
す
。 

例
え
ば
、
尊
堯
房
宥
真
と
い
う
名
前
だ
っ
た
か
、
そ
れ
と

も
、
二
か
月
の
間
に
住
職
が
替
わ
っ
た
か
、
明
確
な
史
料
が

ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分

か
り
ま
せ
ん
。 

新
た
に
試
験
に
合
格
し
た
僧
侶
の
名
簿 

『
新
可
結
衆
牒
』（
西
楽
寺
文
書
近
世
一
〇
号
）
は
、
新
た

に
印
可
さ
れ
た
僧
侶
の
名
簿
で
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
近
世

新
義
真
言
宗
の
試
験
に
合
格
し
た
僧
侶
の
名
簿
で
す
。 

西
楽
寺
八
世
住
職
尊
昭
が
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に

作
成
し
、
そ
れ
か
ら
、
少
な
く
と
も
第
十
三
世
住
職
元
宜
の

頃
ま
で
書
き
継
が
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

竪
帳
で
、
縦
三
一
二
mm×

横
二
二
七
mm×

厚
六
mm
、
光
沢

の
あ
る
紙
に
、
角
筆
で
界
線
を
引
い
て
い
ま
す
。
文
字
の
丁

寧
さ
も
あ
り
、
と
て
も
美
し
い
史
料
で
す
。 

序
文
が
あ
り
（
六
頁
に
序
文
翻
刻
）、
そ
こ
に
書
か
れ
た
内

容
は
、「
遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚
」
と
重
な
る
部
分
や
、
他
の

西
楽
寺
文
書
で
確
認
で
き
る
部
分
に
加
え
、
独
自
内
容
も
あ

り
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
す
。 

謎
の
住
職
？ 

尊
堯 

「
新
可
結
衆
牒
序
」
に
、
尊
堯
法
印
の
代
に
到
り
、
法
流 
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［
序
文
原
文
］ 

新
可
結
衆
牒
序 

夫
新
可
結
衆
之
旨
趣
者
、
正
二

於
大
衆
之
名
実
一

書
二 

於
位
次
之
星
霜
一

而
、
以
為
令
レ

無
二

列
席
謬
誤
一

之 

所
存
也
。
伏
惟
安
養
山
西
楽
寺
之
興
起
者
、
往
昔 

行
基
薩
埵
之
創
業
。
誰
敢
不
二

俯
仰
一

矣
。
中
古
変
二 

法
相
一

而
改
二

密
場
一

、
最
為
二

新
義
談
林
一

。
繁
華
雖
レ

異 

レ

他
、
痛
哉
、
数
歳
遭
二

兵
乱
一

而
租
風
逮
二

頽
敗
一

。
纔
事 

僧
挑
二

於
法
灯
之
函
一

、
或
看
守
漸
住
レ

山
而
、
前
代
之 

法
脉
尽
二

糾
紛
一

焉
。
雖
レ

然
天
運
循
環
無
二

往
不
一
レ

復
二 

当
家
宗
廟
一

、 

東
照
宮
神
武
之
徳
隆
盛
、
治
教
休
明
。
於
レ

是
神
社 

仏
閣
如
二

旧
例
一

輝
二

威
光
一

。
吾
山
有
二 

台
命
一

而
寺
務
料
米
山
林
等
任
二

先
蹤
一

免
二

許
之
一

。 

于
レ

時
住
僧
宥
宝
阿
闍
梨
中
興
之
祖
師
也
。 

亦
到
二

于
尊
尭
法
印
之
代
一

、
歎
二

於
法
流
駁
雑
一

、
再 

改
而
思
相
続
速
飛
二

錫
於
洛
東
醍
醐
里
一

、
請
二

于 

報
恩
院
寛
済
僧
正
一

而
、
従
締
二

於
本
末
之
因
一

。
永
以 

紹
隆
之
凝
二

於
天
下
泰
平
国
家
安
鎮
之
丹
誠
一

矣
。 

特
去
元
禄
第
九
庚
申
春
、
武
陽
四
員
之
内
真
福 

性
遍
和
尚
招
二

于
当
院
宥
弁
法
印
・
鎌
田
山 

金
剛
院
尊
祐
法
印
一

而
、
使
三

二
箇
精
舎
定
二

於
遠 

州
一
派
常
法
談
所
一

。
爾
来
勧
二

誡
於
両
山
衆
徒
一 

曁
二

門
下
末
流
一

。
列
二

会
二
九
所
化
一

而
、
夏
冬
鳴
二

不
易 

論
皷
一

。
以
二

是
掟
一

為
二

将
来
規
矩
一

、
聊
不
レ

可
レ

有
二

断 

絶
一

者
也
。
故
自
新
可
始
結
二

名
席
一

而
、
備
二

于
出
世 

階
級
之
亀
鏡
一
爾

云

。 

 

旹
宝
永
元
甲
申
歳
林
鐘
日 

 
 

 
 

 

当
山
第
八
世
阿
闍
梨
法
印
尊
昭
（
印
）（
印
） 

遠
州
一
派
常
法
談
所 

「
新
可
結
衆
牒
序
」
に
「
特
に
去
る
元
禄
第
九
庚
申
（
一

六
九
六
）
春
、
武
陽
（
江
戸
）
四
員
（
四
箇
寺
）
の
内
真
福
性

遍
和
尚
、
当
院
宥
弁
法
印
・
鎌
田
山
金
剛
院
尊
祐
法
印
を
招

じ
て
、
二
箇
精
舎
を
し
て
遠
州
一
派
常
法
談
所
に
定
め
し
む
」

（
元
禄
九
年
に
、
江
戸
四
箇
寺
〈
近
世
新
義
真
言
宗
の
江
戸

幕
府
と
の
窓
口
〉
の
内
、
真
福
寺
の
性
遍
和
尚
が
、
西
楽
寺

宥
弁
と
鎌
田
山
金
剛
院
尊
祐
を
招
い
て
、
こ
の
二
箇
寺
を
遠

州
一
派
常
法
談
所
に
定
め
た
）
と
あ
り
ま
す
。 

西
楽
寺
文
書
近
世
七
三
五
号
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
五

月
付
け
〔
印
可
状
〕
を
見
る
と
、
慶
安
二
年
に
は
、
後
に
西
楽

寺
五
世
住
職
と
な
る
宥
香
が
、
西
楽
寺
道
場
で
、
西
楽
寺
四

世
住
職
龍
義
か
ら
印
可
を
授
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
元
禄
九

年
（
一
六
九
六
）
春
に
、
西
楽
寺
は
鎌
田
山
と
と
も
に
、
正
式

に
遠
州
一
派
常
法
談
所
と
な
り
ま
し
た
。 西楽寺文書近世 735 号 宥香〔印可状〕 
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西
楽
寺
縁
起
を
読
ん
で
み
よ
う 

西
楽
寺
縁
起
の
系
統
と
四
大
要
素 

西
楽
寺
に
残
さ
れ
た
縁
起
（
お
寺
の
歴
史
を
編
纂
し
た
も

の
）
に
書
い
て
あ
る
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、
①
「
遠
州

西
楽
寺
堂
社
之
覚
」
の
系
統
、
②
「
西
楽
寺
記
」
の
系
統
、
③

明
治
に
宥
猛
が
書
い
た
縁
起
、
④
地
誌
、
⑤
「
勧
進
記
」
、
の

五
系
統
に
分
類
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
（
一
〇
頁
に
表
）
。 

こ
の
う
ち
、
③
は
、
役
所
の
写
し
が
多
く
残
っ
て
い
る
も

の
の
、
宥
猛
が
明
治
政
府
に
提
出
す
る
た
め
に
、
明
治
期
に

西
楽
寺
文
書
を
調
査
し
直
し
て
作
成
し
た
も
の
、
④
は
西
楽

寺
と
ほ
と
ん
ど
ゆ
か
り
の
な
い
江
戸
時
代
の
学
者
が
後
世
に

編
纂
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
近
世
西
楽
寺
の
成
立
期
を
語
る

史
料
と
し
て
は
例
外
的
な
位
置
に
い
ま
す
。
ま
た
、
⑤
は
戦

国
時
代
に
で
き
た
も
の
で
江
戸
時
代
の
こ
と
は
反
映
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ
ま
た
例
外
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。 

と
す
る
と
、
①
と
②
が
、
近
世
西
楽
寺
の
縁
起
と
し
て
は

主
流
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
、
こ
の
二
系
統
、
特

に
①
の
系
統
の
縁
起
が
数
も
多
く
、
主
流
の
よ
う
で
す
。 

 

一
〇
頁
の
表
に
は
、
各
系
統
を
代
表
す
る
縁
起
の
記
述
内

容
を
比
較
し
た
デ
ー
タ
を
載
せ
ま
し
た
。 

 

表
を
見
る
と
、
本
誌
三
頁
で
指
摘
し
た
四
つ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
ど
の
縁
起
に
も
、
多
少
の
違
い
は
あ
れ
ど
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
ど
う
や
ら
こ
の
四
要
素
が
、
西
楽
寺
縁
起
に
と

っ
て
必
要
不
可
欠
な
四
大
要
素
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

宥
猛
の
書
き
込
み 

 

「
遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚
」
は
、
同
じ
も
の
の
写
し
が
何

通
り
か
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
中
に
、
細
か
な
書
き
込
み
が
さ
れ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
り
ま
す
。 

 

筆
跡
や
書
か
れ
た
内
容
か
ら
、
そ
の
書
き
込
み
は
、
明
治

時
代
の
西
楽
寺
住
職
、
宥
猛
と
い
う
人
物
が
書
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
（
な
ぜ
宥
猛
の
筆
跡
が
分
か
る
か

と
言
う
と
、
宥
猛
が
書
い
て
役
所
に
提
出
し
た
書
類
が
、
歴

史
文
化
館
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
）、
そ
の
書
き
込

み
の
内
容
が
大
変
興
味
深
い
で
す
。 

 

書
き
込
み
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
ま
と
ま
っ
た
書
き

込
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

   

①
［
原
文
］ 

存
者
云
、
顕
房
卿
ハ

三
宝
院
元
祖
勝
覚
ノ

伯
父
也
。
故
ニ

勝
覚

時
分
未
タ

報
恩
院
無
レ

之
故
ニ

恐
ク

ハ
醍
醐
山
ノ
末
ナ
ル

へ

シ
。
或
ハ

三
宝
院
末
歟
。
後
ニ

改
メ
テ

報
恩
院
末
ニ

相
成
歟
。 

 

［
現
代
語
訳
］ 

詳
し
い
も
の
が
言
う
に
は
、
顕
房
卿
（
正
確
に
は
「
公
」）

は
、
三
宝
院
元
祖
勝
覚
の
伯
父
（
正
確
に
は
「
叔
父
」）
で

あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
勝
覚
の
時
に
は
未
だ
報
恩
院

は
な
い
か
ら
、
恐
ら
く
は
、
こ
の
時
に
は
醍
醐
山
の
末
に

な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
或
い
は
、
三
宝
院
の
末

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
で
改
め
て
報
恩
院
末
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。 
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勝
覚
は
、
源
顕
房
の
兄
、
俊
房
の
子
で
す
。
永
久
三
年
（
一

一
一
五
）、
勝
覚
は
灌
頂
院
を
建
立
し
ま
す
。
こ
れ
が
後
の
三

宝
院
で
す
。 

 

醍
醐
寺
座
主
世
賢
が
、
終
焉
の
地
と
し
て
醍
醐
寺
山
内
に

極
楽
坊
を
建
立
し
た
の
は
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
。
そ
の
弟

子
の
憲
深
が
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
に
醍
醐
寺
座
主
と

な
っ
た
後
に
、
極
楽
坊
を
報
恩
院
へ
と
発
展
さ
せ
ま
し
た
。 

 

な
る
ほ
ど
、
確
か
に
源
顕
房
と
醍
醐
報
恩
院
は
時
代
が
合

わ
な
い
。 

 

実
は
、
醍
醐
報
恩
院
が
西
楽
寺
の
本
寺
と
な
っ
た
の
は
、

寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
の
こ
と
で
す
（
後
述
）。 

 

寺
社
奉
行
に
書
類
を
提
出
す
る
時
に
は
、
お
寺
の
歴
史
の

古
さ
を
主
張
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、「
遠
州

西
楽
寺
堂
社
之
覚
」
は
、
つ
い
筆
が
滑
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

   

②
［
原
文
］ 

存
ル
処
百
七
拾
石
ノ
御
朱
印
ハ
正
十
八
年
既
ニ
秀
吉
公
ヨ

リ
頂
戴
。
家
康
公
ハ
如
二

先
規
一

被
レ

下
候
。
浜
松
城
時
分
ハ

太
閤
代
歟
。
能
〻
可
レ

考
。 

 

［
現
代
語
訳
］ 

知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
七
〇
石
の
朱
印
は
、
天
正

十
八
年
に
既
に
秀
吉
か
ら
頂
戴
し
て
い
る
。
家
康
は
、
先

規
の
よ
う
に
朱
印
を
下
し
た
。
家
康
が
浜
松
城
に
い
た
時

は
秀
吉
が
下
し
た
の
で
は
な
い
か
。
よ
く
考
え
な
い
と
い

け
な
い
。 

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
秀
吉
が
朱
印
状
を
出
し
、

後
に
家
康
が
、
秀
吉
朱
印
状
を
基
に
改
め
て
朱
印
状
を
出
し

た
こ
と
は
、
他
の
確
か
な
史
料
に
よ
っ
て
確
認
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
朱
印
状
は
、
袋
井
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
袋
井

市
史 

史
料
編
一 

古
代
中
世
』（
袋
井
市
、
一
九
八
一
年
）、

同
『
袋
井
市
史 

史
料
編
二 

近
世
』（
袋
井
市
、
一
九
八
二

年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、「
遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚
」
で
は
、
豊
臣
秀
吉
が
無

視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
、
寺
社
奉
行
に
、
徳

川
家
と
の
関
係
を
主
張
す
る
た
め
に
提
出
し
た
縁
起
で
す
か

ら
、「
豊
臣
秀
吉
の
先
例
に
依
っ
た
」
と
は
書
け
な
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。 

さ
て
、
こ
の
書
き
込
み
の
内
容
で
す
が
、
こ
れ
は
、
宥
猛

が
執
筆
し
た
、
西
楽
寺
文
書
近
世
一
九
号
明
治
十
三
年
（
一

八
八
〇
）
八
月
〔
西
楽
寺
由
緒
・
寺
領
〕
の
由
緒
に
反
映
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 【
参
考
文
献
】 

１
、
吉
村
茂
樹
「
醍
醐
寺
無
量
光
院
の
創
立
と
肥
後
国
山
鹿
荘
―
―
醍

醐
寺
と
村
上
源
氏
と
の
関
係
」（『
古
代
学
』
６
（
４
）、
一
九
五
八

年
）。 

２
、
井
上
薫
『
行
基
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）。 

３
、
桜
井
徳
太
郎
「
縁
起
の
類
型
と
展
開
」（
桜
井
徳
太
郎
・
萩
原
龍
夫
・

宮
田
登
校
注
『
寺
社
縁
起
』
日
本
思
想
大
系
20
、
岩
波
書
店
、
一

九
七
五
年
）。 

４
、
鈴
木
泰
山
「
中
遠
地
域
に
お
け
る
仏
教
文
化
の
展
開
」（
袋
井
市
史

編
纂
委
員
会
編
『
袋
井
市
史 

通
史
編
』
袋
井
市
役
所
、
一
九
八

三
年
）。 

５
、
平
岡
定
海
『
日
本
寺
院
史
の
研
究 

中
世
・
近
世
編
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
八
年
）。 

６
、
朴
澤
直
秀
「
近
世
の
仏
教
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史 

第
11
巻 

近

世
２
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
。 

７
、
丸
島
和
洋
『
武
田
勝
頼 

試
さ
れ
る
戦
国
大
名
の
「
器
量
」
』
（
平

凡
社
、
二
〇
一
七
年
）。 

８
、
巽
昌
子
「
醍
醐
寺
に
お
け
る
院
家
の
役
割 

―
報
恩
院
の
相
続
を

基
に
―
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
28
、
二
〇
一
八

年
）。 

 

〔
天 

脱
〕
（
一
五
九
〇
） 

「遠州西楽寺堂社之覚」宥猛の書き込み（断簡） 

５
、
平
岡
定
海
『
日
本
寺
院
史
の
研
究 

中
世
・
近
世
編
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
八
年
）。 

６
、
朴
澤
直
秀
「
近
世
の
仏
教
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史 

第
11
巻 

近

世
２
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
。 

７
、
丸
島
和
洋
『
武
田
勝
頼 

試
さ
れ
る
戦
国
大
名
の
「
器
量
」
』
（
平

凡
社
、
二
〇
一
七
年
）。 

８
、
巽
昌
子
「
醍
醐
寺
に
お
け
る
院
家
の
役
割 

―
報
恩
院
の
相
続
を

基
に
―
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
28
、
二
〇
一
八

年
）。 
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幸
遍 

徳
川
家
康
の
命
で
西
楽
寺
を
救
っ
た
僧
侶 

西
楽
寺
縁
起
に
頻
出
の
重
要
人
物 

西
楽
寺
縁
起
に
は
、
建
穂
寺
の
幸
遍
と
い
う
僧
侶
が
頻
繁

に
登
場
し
ま
す
。 

 

「
西
楽
寺
記
」
に
は
登
場
し
な
い
の
で
す
が
、「
西
楽
寺
記
」

は
、
宥
仙
の
フ
ァ
ン
に
よ
る
宥
仙
活
躍
記
と
し
て
の
性
格
が

強
い
た
め
、
幸
遍
は
省
略
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

「
遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚
」
に
よ
る
と
、
武
田
信
玄
に
焼

か
れ
た
堂
社
（
実
際
は
火
災
か
と
思
い
ま
す
）
を
復
興
す
る

た
め
、
徳
川
家
康
が
駿
河
建
穂
寺
の
院
主
坊
幸
遍
を
派
遣
し
、

西
楽
寺
の
経
営
を
任
せ
た
、
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
時
に
、

西
楽
寺
は
徳
川
家
康
の
祈
祷
所
と
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。 

幸
遍
は
、
西
楽
寺
文
書
近
世
五
四
号
『
住
職
実
名
年
月
取

調
書
』
に
よ
る
と
、
古
義
真
言
宗
の
僧
侶
で
、
慶
長
七
年
（
一

六
〇
二
）
三
月
二
十
一
日
に
亡
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

幸
遍
に
つ
い
て
は
、「
遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚
」
を
執
筆
し

た
宥
仙
が
、
駿
河
の
建
穂
寺
に
問
い
合
わ
せ
て
い
ま
す
。 

西
楽
寺
文
書
近
世
一
〇
五
四
―
二
、
延
宝
五
年
（
一
六
七 

七
）
八
月
二
十
二
日
付
け
〔
幸
遍
に
つ
き
建
穂
寺
回
答
〕

に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。 

 

幸
遍
と
申
阿
闍
梨
者
、
駿
州
建
穂
寺
院
主
坊
ニ

致
二

住 

職
一

候
。
然
所
ニ 

権
現
様
浜
松
御
居
城
節
、
院
主
坊
幸
遍
被
二

召
出
一

、
遠

州
西
楽
寺
被
レ

成
二

下
御
祈
祷 

所
一

与
被
レ

為
二 

仰
付
一

、
承
二

上
意
一

候
。
以
来
御
祈

祷
・
護
摩
毎
日
致
二

勤
修
一

候
。
右
之
旨
於
二

建
穂
一 

山
ニ

一

其
隠
無
二

御
座
一

候
。
今
程
西
楽
寺
当
寺
ヘ

相
尋
被

レ

申
候
付
、
如
レ

此
ニ

御
座
候
。
已
上
。 

 

駿
州
建
穂
寺 学

頭
坊 

延
宝
五
丁

巳

年
八
月
廿
二
日 

 

元
昌
（
印
） 

 
 
 
 
 
 

遠
州 

 
 
 
 
 
 
 
 

西
楽
寺
御
坊 

文
面
は
「
遠
州
西
楽
寺
堂
社
之
覚
」
と
ほ
ぼ
同
じ
。
時
期

か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
文
書
は
明
ら
か
に
「
遠
州
西
楽
寺
堂

社
之
覚
」
の
材
料
の
一
つ
で
し
ょ
う
。 

近
世
の
寺
社
縁
起
は
、
寺
社
奉
行
（
幕
府
）
に
提
出
す
る

の
で
、
徳
川
家
と
の
関
係
は
重
要
で
す
。
西
楽
寺
縁
起
を
作

成
し
て
い
た
宥
仙
は
、「
良
い
史
料
が
手
に
入
っ
た
」
と
、
こ

の
文
書
の
内
容
を
縁
起
に
組
み
込
ん
だ
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

〔幸遍につき建穂寺回答〕 
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ I J

聖武天皇の時に行基が草創。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

草創は神亀元年（724）。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

草創は神亀３年（726）。 ○

堀川天皇（院）の時に源顕房が再建。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

源顕房の再建時に真言宗となる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

源顕房の再建時に醍醐報恩院の末寺となる。 ○ ○ ○ ○ △

「寛延15年」（誤字）に改めて真言宗となる。 ○

醍醐報恩院の末寺となった時に、源俊房の子勝覚（源
顕房の甥）の働きかけがあった。

○ ○

永正３年（1506）、足利義澄が田６町を寄付。 ○ ○

天文７年（1538）に火災があり寺が焼けた。 ○

永禄８年（1565）の年紀がある足利義輝の文書、今川
義元の寄附状、豊臣秀吉の朱印状がある。

○ ○

（おそらく家康が主語）永禄10年（1567）に寄附が
あった。

○

武田信玄の兵火により寺が焼かれた。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武田信玄の兵火は永禄年間。 ○ ○ ○ ○

武田信玄の兵火は天正年間。 ○

武田信玄の兵火の後、今川氏の文書が焼けた。 ○ ○

武田信玄に焼かれた後、今川義元が寄付した田地９町
７段は残った。

○

豊臣秀吉に寺領安堵の文書を出してもらった。 ○ ○ ○ ○

武田信玄に寺を焼かれた後、徳川家康の祈願所になっ
た。

○ ○ ○ ○ ○

徳川家康が、駿州建穂院主幸遍を召出し、西楽寺を祈
願所とした。

○ ○ ○ ○

徳川家康が、駿州建穂院の宥遷を西楽寺に派遣し、金
3000両を与えて堂舎を復興させた。

○

徳川家康が西楽寺に170石を安堵（慶長８年
〈1603〉）。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

徳川家康の祈祷所となり、舟明山で榑木２万本（史料
によっては５万）を拝領した。

○ 〇 ○

徳川家康の出陣の時に、桜の木に馬をつないだ。 ○

【凡例】

Ａ　〔縁起〕（延宝４年〈1676〉初秋） Ｆ　『縁記』（幕末）

Ｂ　「遠江国周智郡宇刈之郷西楽寺謹言上」（延宝４年〈1676〉） Ｇ　「由緒」（明治初年）

Ｃ　「遠州西楽寺堂社之覚」（延宝７年〈1679〉12月18日） Ｈ　『掛川誌稿』（19世紀初）

Ｄ　「遠州周智郡安養山西楽寺記」（延宝８年〈1680〉） Ｉ　『遠江国風土記傳』（寛政11年〈1799〉）

Ｅ　「由緒」（明治13年〈1880〉８月） Ｊ　『西楽寺勧進記』（弘治３年〈1557〉）

○：記述あり　△：直接的な記述はないが、文脈で暗示している

表：西楽寺縁起内容比較表 



 

  

寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
年
）
五
月
十
七
日 

寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
は
、
西
楽
寺
に
と
っ
て
重
要

な
年
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
年
に
、
近
世
西
楽
寺
の
本
末
関

係
が
決
定
し
た
か
ら
で
す
。 

関
係
古
文
書
の
内
、
最
も
前
の
日
付
が
書
か
れ
て
い
る
の

は
、
西
楽
寺
文
書
近
世
八
〇
六
号
、
五
月
十
七
日
付
け
の
、

大
山
八
大
坊
賢
隆
と
筑
波
知
足
院
栄
増
が
出
し
た
智
積
院
宛

書
状
で
す
。 

古
義
の
八
大
坊
と
新
義
の
知
足
院
が
、
西
楽
寺
の
本
末
関

係
に
つ
い
て
調
査
を
し
て
、
報
告
を
し
た
よ
う
で
す
。
釈
迦

文
院
に
も
同
じ
よ
う
な
内
容
の
書
状
を
送
っ
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。 

 

西
楽
寺
は
、
醍
醐
寺
の
末
寺
で
、
こ
こ
数
代
は
新
義
真
言

宗
の
僧
が
住
持
を
勤
め
て
い
る
。
そ
れ
が
替
わ
る
こ
と
は
な

い
、
と
の
こ
と
で
す
。 

醍
醐
寺
の
末
寺
で
新
義
真
言
宗
の
僧
侶
が
住
持
、
と
い
う

と
、
不
思
議
な
感
じ
が
し
ま
す
が
、
鎌
倉
時
代
に
、
醍
醐
寺 

西
楽
寺
の
寛
永
十
五
年 

近
世
西
楽
寺
の
本
末
関
係
形
成 
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報
恩
院
で
法
流
を
相
承
し
（
他
に
も
諸
流
の
伝
授
を
受
け
て

い
ま
す
）、
根
来
寺
中
性
院
に
拠
点
を
移
し
た
頼
瑜
の
存
在
に

よ
り
、
根
来
寺
と
醍
醐
寺
（
報
恩
院
）
は
密
接
な
関
係
と
な

り
、
中
世
を
通
し
て
、
事
相
と
教
相
（
作
法
と
教
学
、
と
言
え

ば
良
い
で
し
ょ
う
か
）
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意
と
す
る

分
野
を
補
い
あ
う
関
係
を
維
持
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た

縁
で
、
そ
の
よ
う
な
本
末
関
係
が
築
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

近
世
に
話
を
移
す
と
、
新
義
真
言
宗
で
醍
醐
寺
の
末
寺
、

と
い
う
お
寺
は
と
て
も
多
く
、
そ
の
よ
う
に
、
新
義
真
言
宗

の
お
寺
の
本
寺
に
な
る
古
義
の
大
寺
院
は
、「
上
方
本
寺
」
や

「
公
称
寺
院
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
名
義
上
は
本
寺
で
す
が
、

実
際
の
支
配
は
、
新
義
真
言
宗
の
触
頭
、
四
箇
寺
が
行
い
ま

し
た
。
西
楽
寺
を
担
当
し
て
い
た
四
箇
寺
は
真
福
寺
で
す
。 

五
月
二
十
五
日 

 

賢
隆
・
栄
増
の
調
査
に
よ
り
、
釈
迦
文
院
と
西
楽
寺
の
一

件
は
、
急
速
に
決
着
を
見
た
よ
う
で
す
。 

 

西
楽
寺
文
書
近
世
七
九
九
号
〔
西
楽
寺
本
末
之
儀
〕
に
は
、 

智積院宛賢隆・栄増書状 

以
下
の
内
容
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 



 

  

〔
西
楽
寺
本
末
之
儀
〕（
表
面
の
み
） 

此
度
遠
州
西
楽
寺
本
末
之
儀
、
智
積
院
与

釈
迦
文
院
相
論
雖 

レ

有
レ

之
、
筑
波
知
足
院
・
大
山
八
大
坊
御
扱
を
以
御
済
被
レ

成

候
所
奉
レ

存
候
。
就
其
西
楽
寺
古
キ

勧
進
帳
ニ

為
二

醍
醐
末
寺
一

由
緒
有
レ

之
、
弥
学
頭
醍
醐
之
法
流
を
被
レ

致
二

相
伝
一

、
可 

レ

為
二

本
寺
一

之
旨
御
定
被
レ

成
候
、
然
上
者
、
寺
僧
何
茂

醍
醐

之
法
流
を
従
二

学
頭
一

伝
受
仕
、
寺
法
以
下
受
者
差
図
可
レ

申
、

学
頭
寺
僧
中
悪
由
寺
社
御
奉
行
衆
ヘ
被
二

仰
入
一

候
処
ニ

、
依
二

思
召
一

旨
双
方
致
二

入
魂
一

、
寺
中
作
法
、
寺
役
勤
行
等
諸
事 

無
二

懈
怠
一

可
レ

仕
候
。
向
後
堅
可
レ

相
二

守
此
旨
一

候
。
若
少
も

違
背
仕
候
者
、
寺
社
御
奉
行
衆
ヘ

被
二

仰
達
一

、
如
何
様
ニ

も
曲

事
ニ

可
レ

被
二

仰
付
一

候
。
為
二

後
日
一

仍
如
レ

件
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠
州
西
楽
寺
門
中 

寛
永
十
五
年

戊寅

五
月
廿
五
日 

 
 
 
 

大 

坊 

宥
實
判 

岸
之
坊 

宥
快
判 

梅
本
坊 

宥
戒
判 

多
宝
寺 

宥
吽
判 

願
成
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

宥 

判 

筑
波 

 
 
 

知
足
院 

五
人
判
之
外 

 
 

大
山 

 
 
 

福
智
坊
爰
元
ヘ

不
参
ニ

付
而 

 
 

八
大
坊 

 

不
レ

能
二

加
判
一

。
林
徳
寺 

 
 
 
 
 
 

松
本
坊
儀
者
今
程
無
主
。 

①
遠
州
西
楽
寺
の
本
末
関
係
に
つ
い
て
、
智
積
院
と
釈

迦
文
院
と
の
間
で
相
論
が
あ
っ
た
。 

②
筑
波
知
足
院
と
大
山
八
大
坊
の
扱
い
（
仲
立
ち
）
に

よ
っ
て
相
論
は
決
着
し
た
。 

③
西
楽
寺
の
「
古
キ
勧
進
帳
」（
「
勧
進
記
」
の
こ
と
か
）

に
、「
為
醍
醐
末
寺
」
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
西
楽
寺

の
学
頭
は
醍
醐
の
法
流
を
相
伝
す
る
こ
と
と
し
、（
醍

醐
を
）
本
寺
と
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。 

 

①
、
②
は
前
に
見
た
内
容
で
し
ょ
う
。
③
に
あ
る
「
古
キ

勧
進
帳
」
が
何
を
指
す
の
か
は
っ
き
り
と
し
ま
せ
ん
が
、
弘

治
三
年
（
一
五
五
七
）
に
作
成
さ
れ
た
「
西
楽
寺
勧
進
記
」
が

該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

「
勧
進
記
」
に
は
、
「
堀
河
院
御
宇
六
条
右
大
臣
顕
房
公

企
二

再
興
一

備
二 

叡
慮
一

、
敬
信
深
故
、
今
般
既
成
二

真
言
会
場
一

、

為
二

醍
醐
之
末
寺
一

」
と
あ
り
ま
す
。 

 

裏
面
に
は
、「
表
面
の
内
容
に
相
違
な
い
」
と
い
う
こ
と
を

保
証
す
る
裏
書
が
あ
り
ま
す
。
裏
書
を
し
て
い
る
の
は
大
山

八
大
坊
賢
隆
と
筑
波
知
足
院
栄
増
で
す
。
先
の
賢
隆
・
栄
増

書
状
に
、
歴
史
（
書
状
に
は
「
濫
觴
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
を

調
べ
た
、
と
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
調
査
者
が
、
内
容
に
間
違

い
が
な
い
こ
と
を
保
証
し
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

差
出
人
と
し
て
、
大
坊
宥
実
、
岸
之
坊
宥
快
、
梅
本
坊
宥

戒
、
多
宝
寺
宥
吽
、
願
成
寺
宥
□
が
署
名
し
て
い
ま
す
。 
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〔西楽寺本末之儀〕表面 〔西楽寺本末之儀〕裏面 



 

  

八
月
二
十
五
日 

八
月
二
十
五
日
に
は
、
西
楽
寺
学
頭
の
宥
真
が
、
こ
の
件

に
つ
い
て
書
状
を
出
し
ま
す
。
西
楽
寺
文
書
近
世
九
八
八
号

八
月
二
十
五
日
付
け
「
新
古
義
取
障
済
口
証
文
」
で
す
。
内

容
は
以
下
の
通
り
。 

 

①
遠
州
西
楽
寺
の
本
末
関
係
に
つ
い
て
、
智
積
院
と
釈

迦
文
院
と
の
間
で
相
論
が
あ
っ
た
。 

②
筑
波
知
足
院
と
大
山
八
大
坊
の
扱
い
（
仲
立
ち
）
に

よ
っ
て
相
論
は
決
着
し
た
。 

③
西
楽
寺
の
「
古
キ
勧
進
帳
」（
「
勧
進
記
」
の
こ
と
か
）

に
、
「
為
醍
醐
之
末
寺
」
と
あ
っ
た
。 

④
そ
こ
で
、
醍
醐
の
法
流
を
相
伝
し
、
醍
醐
寺
を
本
寺

と
し
た
い
。 

⑤
他
の
法
流
や
寺
法
を
受
け
る
こ
と
は
し
な
い
。 

 

裏
面
に
、
八
大
坊
賢
隆
・
知
足
院
栄
増
に
加
え
、「
遠
州
西

楽
寺
衆
徒
中
」
と
し
て
、
願
成
寺
・
多
法
寺
・
梅
本
坊
・
岸 

坊
・
福
智
坊
・
大
坊
・
林
徳
寺
・
松
本
坊
が
署
名
し
て
い
ま

す
。 

 

九
月
十
三
日 

九
月
十
三
日
に
、
近
世
西
楽
寺
の
本
末
関
係
は
決
定
を
見

た
よ
う
で
す
。
こ
の
日
付
で
、
報
恩
院
の
寛
済
と
い
う
人
物

が
、
知
足
院
と
西
楽
寺
に
宛
て
て
、
二
通
の
書
状
を
出
し
て

い
ま
す
。 

 

九
月
十
三
日
、
西
楽
寺
か
ら
報
恩
院
へ
、
本
末
関
係
を
結

ん
だ
こ
と
を
確
認
す
る
文
書
が
送
ら
れ
ま
し
た
。
西
楽
寺
文

書
近
世
八
〇
一
号
、
九
月
十
三
日
付
け
「
報
恩
院
末
成
候
書

下
」
で
す
。
表
面
の
み
引
用
し
ま
す
。 

 
 

今
度
我
等
寺
之
儀
、
大
仏
智
積
院
与
高
野
山
尺
迦
文
院

新
議
・
古
議
之
穿
鑿
有
レ

之
所
ニ

、
江
戸
寺
社
御
奉
行
衆

被
二

聞
食
一

。
届
二

新
議
之
寺
ニ

一

落
着
申
候
。
然
者
西
楽

寺
之
義
、
従
二

古
来
一

於
国
元
無
二

本
寺
一

、
又
法
流
手
筋

無
レ

之
故
、
此
度
智
積
院
僧
正
并
筑
波
知
足
院
依
二

御
吹

挙
一

、
醍
醐
報
恩
院
殿
御
末
寺
仁

被
二

召
加
一

、
其
上
御
法

流
相
承
仕
候
。
於
二

愚
身
一

帰
足
不
□
御
座
候
。
末
来
御

法
流
之
筋
目
無
二

相
違
一

様
ニ

第
〻
迄
可
二

申
置
一

候
。
若

又
就
二

西
楽
寺
之
義
一

、
向
後
申
分
雖
二

出
来
候
一

、
御
本

寺
之
御
報
ニ

不
二

罷
成
一

候
様
ニ

我
等
罷
出
、
其
明
可
レ

仕

候
。
仍
為
二

後
証
一

如
レ

此
候
者
也
。 

寛
永
十
五
年
九
月
十
三
日 

西
楽
寺 

報
恩
院
殿 

行
樹
院
御
坊 

御
披
露 

  

内
容
は
以
下
の
通
り
。 

 

①
西
楽
寺
に
つ
い
て
、
智
積
院
と
釈
迦
文
院
と
で
「
新

議
・
古
議
之
穿
鑿
」
が
あ
っ
た
。 

②
こ
の
「
新
議
・
古
議
之
穿
鑿
」
が
、
江
戸
の
寺
社
奉
行

の
知
る
所
と
な
っ
た
。 

③
西
楽
寺
は
新
義
の
寺
だ
と
届
け
出
を
し
て
落
着
し

た
。 

④
西
楽
寺
は
、
古
来
国
本
に
本
寺
が
な
く
、
ま
た
、
法

流
の
手
筋
も
な
か
っ
た
。 

⑤
そ
こ
で
、
こ
の
度
智
積
院
僧
正
と
筑
波
知
足
院
の
紹

介
に
よ
り
、
醍
醐
報
恩
院
の
末
寺
に
加
え
て
も
ら
い
、

法
流
を
相
承
し
た
。 
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〔
釈
〕 

④
西
楽
寺
は
、
古
来
国
本
に
本
寺
が
な
く
、
ま
た
、
法

流
の
手
筋
も
な
か
っ
た
。 

⑤
そ
こ
で
、
こ
の
度
智
積
院
僧
正
と
筑
波
知
足
院
の
紹

介
に
よ
り
、
醍
醐
報
恩
院
の
末
寺
に
加
え
て
も
ら
い
、

法
流
を
相
承
し
た
。 

  

こ
う
し
て
、
九
月
十
三
日
に
、
近
世
西
楽
寺
の
本
末
関
係

が
決
定
し
ま
し
た
。 

 

【
参
考
文
献
】 

１
、
櫛
田
良
洪
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
一

九
六
四
年
）。 

２
、
朴
澤
直
秀
「
近
世
の
仏
教
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史 

第
11
巻 

近

世
２
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。 

３
、
林
淳
「
修
験
道
研
究
の
前
夜
」（
時
枝
務
・
長
谷
川
賢
二
・
林
淳
編

『
修
験
道
史
入
門
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
五
年
）。 

４
、
永
村
眞
『
中
世
醍
醐
寺
の
仏
法
と
院
家
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二

〇
年
）。 

※
特
に
「
醍
醐
寺
報
恩
院
と
根
来
中
性
院
」（
初
出
二
〇
〇
二
年
）、

「
中
世
醍
醐
寺
と
根
来
寺
」（
初
出
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。 
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西楽寺文書近世 800 号 寛永 15 年９月 13 日付け〔西楽寺宛寛済書状〕（「本末約諾状」） 

西楽寺文書近世 809 号 （寛永 15 年）９月 13 日付け〔知足院宛寛済書状〕（「知足院へ之状」） 

※両者とも、（ ）内の史料名は西楽寺文書近世 886 号「覚」による。 

〔
西
楽
寺
宛
寛
済
書
状
〕（「
本
末
約
諾
状
」） 

西
楽
寺
文
書
近
世
八
〇
〇
号 

 

今
度
貴
寺
被
二

登
山
一

、
当
院
末
寺
仁

約
諾
之
事
候
。
因
レ

茲
法

流
之
儀
、
無
レ

所
レ

残
令
二

授
与
一

候
事
。
然
者
門
徒
之
倫
□
□

□
□
等
擾
法
之
事
可
レ

有
二

指
南
一

候
。
若
□
学
頭
坊
向
背
之

仁
於
レ

有
レ

之
者
、
寺
中
之
居
住
不
レ

可
レ

叶
事
候
。
偏
当
流
末

来
際
盤
栄
之
様
ニ

可
レ

被
レ

廻
二

籌
策
一

□
肝
要
候
。
仍
染
翰
若

レ

斯
候
者
也
。 

 

寛
永
十
五 

 

報
恩
院
僧
正 

 
 

九
月
十
三
日 

 

寛 

済
（
花
押
） 

 

遠
州 

 
 

西
楽
寺
学
頭
房 

  

〔
知
足
院
宛
寛
済
書
状
〕（「
知
足
院
へ
之
状
」） 

西
楽
寺
文
書
近
世
八
〇
九
号 

 

今
度
遠
州
西
楽
寺
事
、
委
細
承
候
事
、
当
流
懇
望
之
事
候
間
、

則
当
院
末
寺
仁

相
加
、
末
寺
帳
書
載
之
一
流
無
レ

所
レ

残
令
二

授

与
一

候
。
可
レ

有
二

其
御
意
得
一

候
。
猶
□
□
可
申
達
候
。
恐
〻

不
悉
。 

 
 
 
 
 

報
恩
院
僧
正 

 

九
月
十
三
日 

寛
済
（
花
押
） 

（
一
六
三
八
） 

（
一
六
三
八
） 

〔 

カ 

〕 



 

  

二
つ
の
本
末
帳 

二
度
の
重
要
な
本
末
改
め 

 

西
楽
寺
文
書
に
は
、
二
つ
の
本
末
帳
が
あ
り
ま
す
。 

 

延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
八
月
十
五
日
に
作
成
さ
れ
た
『
西

楽
寺
本
末
帳
』
と
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
十
月
に
作
成
さ

れ
た
『
西
楽
寺
本
末
帳
』
で
す
。
双
方
の
最
大
の
相
違
点
は
、

延
享
二
年
の
本
末
帳
で
は
、
油
山
寺
が
前
の
方
に
来
て
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

 

江
戸
幕
府
は
、
寛
永
期
に
、
主
に
江
戸
を
中
心
と
し
た
寺

院
を
対
象
に
、
本
末
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
寺
院
本
末
帳
の

提
出
を
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
時
の
本
末
帳
は
、
完
全
で
は
な

い
も
の
の
、
基
本
台
帳
と
し
て
そ
れ
な
り
に
使
用
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。 

こ
の
後
、
新
義
真
言
宗
で
は
、
延
宝
に
も
本
末
改
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
寛
永
年
度
の
本
末
帳
は
関
東
の
新
義
真
言
宗
が

中
心
だ
っ
た
の
で
す
が
、
延
宝
年
度
の
本
末
改
は
全
国
的
な

調
査
で
し
た
。 

 

西
楽
寺
は
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
に
江
戸
時
代
の 

本
末
関
係
を
お
お
よ
そ
確
定
し
ま
し
た
。
寛
永
度
の
本
末
帳

は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
醍
醐
報
恩
院
の
末
寺
帳
に
名
前

が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
西
楽
寺
と
し
て
は
本
末
帳
を
作
成
し

て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
延
宝
の
本
末
帳
は
、
全
国
的

な
組
織
化
の
中
で
作
成
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。 

 
さ
て
、
問
題
は
延
享
の
本
末
帳
で
す
。
延
享
の
本
末
改
は
、

寛
永
の
諸
宗
派
本
末
改
の
不
備
を
補
い
、
本
末
関
係
の
証
拠

書
類
を
完
成
さ
せ
た
も
の
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

延
享
の
本
末
改
の
直
接
的
な
原
因
は
、
曹
洞
宗
総
寧
寺
と

東
昌
寺
・
龍
華
院
の
争
論
で
す
。 

 

総
寧
寺
は
、
曹
洞
宗
の
触
頭
（
幕
府
と
の
窓
口
役
）
で
す
。

近
江
に
開
創
し
、
戦
乱
に
よ
り
、
今
川
家
臣
朝
比
奈
氏
に
招

請
さ
れ
遠
江
掛
川
に
、
そ
の
後
、
北
条
氏
政
の
招
請
に
よ
り
、

下
総
国
関
宿
に
移
っ
た
と
い
う
寺
伝
の
あ
る
お
寺
で
す
。 

で
は
、
何
が
あ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
享
保
二
十
年
（
一

七
三
五
）、
総
寧
寺
は
、
翌
年
の
大
綱
明
宗
（
三
代
目
住
職
）

三
百
回
忌
に
際
し
て
、
末
寺
か
ら
香
資
を
勧
化
し
よ
う
と
、

使
僧
を
派
遣
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
下
総
国
東
昌
寺
は
、
勧 

化
帳
に
本
寺
の
記
載
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

総
寧
寺
は
催
促
し
ま
す
。
東
昌
寺
は
、「
本
寺
報
恩
院
」（
こ

の
「
報
恩
院
」
は
相
模
国
足
柄
上
郡
関
本
村
最
乗
寺
の
塔
頭
）

と
記
入
し
て
総
寧
寺
に
書
類
を
返
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
東

昌
寺
は
、
上
野
国
沼
田
の
龍
華
院
と
と
も
に
、
総
寧
寺
が
本

寺
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
幕
府
に
訴
訟
を
起
こ
し
ま
し
た
。

こ
の
訴
訟
に
は
、
本
山
總
持
寺
も
出
て
き
た
よ
う
で
す
。 

 

こ
の
訴
訟
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
双
方
の
証
拠
資
料
で

す
。
総
寧
寺
は
、
寛
永
の
本
末
帳
な
ど
を
証
拠
と
し
て
取
り

上
げ
ま
し
た
。 

 

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
七
月
二
十
七
日
、
幕
府
寺
社
奉

行
で
双
方
の
言
い
分
の
聞
き
取
り
。 

時
の
寺
社
奉
行
大
岡
忠
相
は
、
双
方
が
提
出
し
た
証
拠
は

証
拠
能
力
が
無
い
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
本
末
関
係
と

決
定
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
後
、
こ
の
大
岡
の
決
定
で
、
双
方
も
め
に
も
め
ま
す
。 

 

こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
幕
府
は
、
本
末
関
係
に
つ
い

て
、
公
的
な
「
証
拠
」
と
な
る
資
料
の
作
成
に
取
り
掛
か
り

ま
し
た
（
参
考
文
献
２
）
。
こ
れ
が
延
享
の
本
末
帳
で
す
。 

 
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
延
享
の
本
末
帳
は
、
証
拠
と
し
て
作

成
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
寛
永
期
の
本
末
帳
と
同
じ
本
末
関

係
を
記
し
て
あ
っ
て
も
、「
証
拠
」
と
し
て
の
価
値
は
格
段
に

上
が
っ
た
そ
う
で
す
。
同
時
に
、
こ
の
本
末
帳
に
書
か
れ
て

い
る
本
末
関
係
を
強
制
的
に
固
定
化
す
る
効
果
も
あ
っ
た
の

だ
と
か
（
参
考
文
献
２
）。
完
成
さ
れ
た
本
末
帳
と
さ
れ
る
所

以
で
す
。 
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ま
し
た
。
こ
れ
が
延
享
の
本
末
帳
で
す
。 

 
佐
藤
顕
氏
に
よ
れ
ば
、
延
享
の
本
末
帳
は
、
証
拠
と
し
て

作
成
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
寛
永
期
の
本
末
帳
と
同
じ
本
末

関
係
を
記
し
て
あ
っ
て
も
、「
証
拠
」
と
し
て
の
価
値
は
格
段

に
上
が
っ
た
そ
う
で
す
。
同
時
に
、
こ
の
本
末
帳
に
書
か
れ

て
い
る
本
末
関
係
を
強
制
的
に
固
定
化
す
る
効
果
も
あ
っ
た

の
だ
と
か
。
完
成
さ
れ
た
本
末
帳
と
さ
れ
る
所
以
で
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

１
、
櫛
田
良
洪
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
一

九
六
四
年
）。 

２
、
佐
藤
顕
「
延
享
期
の
寺
院
本
末
改
と
教
団
組
織
編
成
―
―
曹
洞
宗

を
事
例
に
―
―
」（『
日
本
歴
史
』
七
五
九
、
二
〇
一
一
年
）。 

３
、
朴
澤
直
秀
「
近
世
の
仏
教
」（
『
岩
波
講
座 

日
本
歴
史 

第
11
巻 

近
世
２
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。 

本寺 醍醐報恩院

末寺 西楽寺

衆徒 大　坊

松本坊

福知坊

梅本坊

岸　坊

願成寺

林徳寺

多法寺

門徒 飯田村 遍照寺

飯田村 大日寺

飯田村 普門院（観音寺）

谷川村 久昌院

末寺（後補か） 村松村 油山寺

門徒 久保村 神宮寺

延宝３年（1675）西楽寺本末帳 

本寺 醍醐報恩院

安養山摂取院西楽寺

末寺 村松村 油山寺

衆徒 大　坊

松本坊

福知坊

梅本坊

岸之坊

願成寺

林徳寺

多法寺

門徒 久保村 神宮寺

飯田村 遍照寺

飯田村 大日寺

飯田村 観音寺

谷川村 久昌院

延享２年（1745）西楽寺本末帳 

左表：西楽寺本末帳内容一覧 

 

 史料原文の配列順のまま表に

した。 

 70 年の間に、油山寺が前に出

てきていることが分かる。 

 なお、高平山遍照寺は、1643

年頃に西楽寺の奥院となり、延

宝３年（1675）の本末帳で初め

て役所に登録された。 

右：『西楽寺本末帳』 

延宝３年８月 15日 

西楽寺文書近世 803号 

竪帳、縦 310mm×横 226mm×厚２mm 

 

左：『西楽寺本末帳』 

延享２年 10月 

西楽寺文書近世 805号 

竪帳、縦 315mm×横 226mm×厚２mm 

 

表紙にあまり大きな違いは無い。中に書か

れている寺院の順番が変動している。 

【
左
写
真
】
上
：
延
宝
の
本
末
帳 

下
：
延
享
の
本
末
帳 

延
享
の
本
末
帳
で
は
、
大
坊
の
前
に
油
山
寺
の
名
前
が
あ
る
。 
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下
村 

西
楽
寺
最
寄
り
の
村 

西楽寺文書近世 3768 明治４年（1871）４月「下村絵図扣」 

 

西
楽
寺
周
辺
に
は
、
西
楽
寺
村
、
西
楽
寺
門
前
と
呼
ば
れ

て
い
た
場
所
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
正
確
な
範
囲
は
よ
く

分
か
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
西
楽
寺
の
周
囲
を
囲
む
、「
下
村
」

（
現
在
の
袋
井
市
春
岡
）
は
、
絵
図
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

 
上
の
絵
図
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
四
月
に
作
成
さ

れ
、
中
泉
役
所
に
提
出
さ
れ
た
「
下
村
絵
図
」
の
写
し
で
す
。

西
楽
寺
の
朱
印
地
が
色
分
け
さ
れ
て
塗
ら
れ
て
い
る
の
で
、

と
て
も
分
か
り
や
す
い
で
す
。 

 

文
化
～
文
政
の
頃
に
編
纂
さ
れ
た
『
掛
川
誌
稿
』
の
巻
八

（
山
本
忠
英
纂
輯
）
周
智
郡
南
に
下
村
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

 

下
村 

 

袋
井
駅
ヨ
リ
北
ニ
ア
リ
テ
、
市
場
村
ニ
続
キ
タ
ル
村

也
。
市
場
ノ
下
ニ
在
ル
故
ニ
下
村
ト
呼
フ
。
昔
ハ
市
場

ト
同
村
ナ
ル
ヘ
シ
。
両
村
入
会
ニ
シ
テ
、
又
御
朱
印
地
、

及
他
領
ノ
田
地
ト
混
雑
ス
。
又
西
楽
寺
及
其
境
内
山
林

村
ノ
北
ニ
ア
レ
ト
モ
、
掛
川
領
ニ
ア
ツ
カ
ラ
ス
、
市
場

下
村
ヨ
リ
北
大
日
ニ
至
ル
マ
テ
七
村
ア
リ
。
宇
苅
郷
ト 

「下村絵図扣」部分 

「
明
治
四
辛

未

年
四
月 

 

中
泉
役
所
江

差
出
候 

 

扣
借
用
い
た
し
写
置
候 

現
住
宥
盛
代
」 

称
ス
。
両
山
相
夾
ム
所
ニ
シ
テ
宇
苅
谷
川
其
間
ヲ
流
ル
。

故
ニ
又
宇
苅
郷
ト
呼
フ
。
此
村
市
場
ノ
春
日
大
明
神
ヲ

土
神
ト
ス
。
故
ニ
一
村
神
祠
ナ
シ
。 

（
参
考
文
献
２
、
二
一
八
頁
） 

 

西
楽
寺
の
境
内
と
山
林
は
独
立
し
て
い
て
、
掛
川
領
で
は

な
か
っ
た
、
と
の
こ
と
で
す
。
下
村
は
市
場
村
か
ら
分
か
れ

た
、
と
あ
り
ま
す
が
、
西
楽
寺
文
書
近
世
一
一
号
『
当
山
諸

由
緒
扣
』
に
、
関
連
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

一
市
場
村
・
下
村
ト

両
村
ニ

相
わ
か
り
候
事
、
慶
長
九
辰

年

御
検
地
之
時
ゟ
二
ヶ
村
ニ

相
別
リ

候
。
其
時
之
御
代

官
、
見
附
安
間
平
次
屋
御
代
官
所
也
。 

本
書
虫
喰
候
故

此
所
写
置
者
也
。 

  

『
当
山
諸
由
緒
扣
』
は
、
西
楽
寺
に
残
さ
れ
た
古
文
書
の

内
、
虫
食
い
が
ひ
ど
い
も
の
を
優
先
的
に
、
重
要
な
も
の
を

書
き
写
し
て
、
内
容
を
保
存
し
た
記
録
で
す
。 

 
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
の
検
地

の
時
に
、
市
場
村
と
下
村
に
分
か
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

 



 

  
 

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
の
検
地

の
時
に
、
市
場
村
と
下
村
に
分
か
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

下
村
成
立
期
の
こ
と
は
、
資
料
が
少
な
く
、
分
か
る
こ
と

が
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
石
高
の
変
遷
に
興
味
が
お
あ

り
の
方
は
、
参
考
文
献
の
地
誌
類
を
御
覧
く
だ
さ
い
。 

と
こ
ろ
で
、『
当
山
諸
由
緒
扣
』
に
は
、
貞
享
二
年
（
一
六

八
五
）
に
発
生
し
た
大
火
（
「
貞
享
二
年
大
火
」
）
と
秋
葉
祭

の
始
ま
り
に
関
す
る
古
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
（
宝
永

六
年
〈
一
七
〇
九
〉
四
月
乍
恐
以
口
上
奉
願
候
」
）。 

こ
れ
は
、「
遠
江
山
名
郡
下
村
」
に
大
火
が
起
き
た
際
、
火

災
を
免
れ
た
こ
と
に
対
す
る
お
礼
と
し
て
秋
葉
祭
が
始
ま
っ

た
と
い
う
伝
説
に
関
わ
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
伝
説
は
、『
袋

井
市
史
』
で
は
、
あ
く
ま
で
風
聞
だ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 
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『当山諸由緒扣』市場村と下村 

『
当
山
諸
由
緒
扣
』
所
引
「
乍
恐
以
口
上
奉
願
候
」 

 

一
上
山
梨
村
、
貞
享
二
丑

年
大
火
ニ

而
不
レ

残
焼
失
い
た
し

候
。
尤
古
来
今
の
古
町
通
リ
ニ

有
レ

之
由
也
。 

 

乍
恐
口
上
書
奉
願
候 

一
遠
州
周
智
郡
市
場
村
春
日
大
明
神
ハ
大
同
年
中
ゟ
立
来
リ

、

其
節
ゟ
私
先
祖
神
職
相
務
来
候
。
然
ニ

貞
享
二
年
丑

年
同
郡

上
山
梨
村
ニ

出
火
御
座
候
折
節
、
市
場
村
風
下
ニ

御
座
候

故
、
同
国
秋
葉
山
江

火
難
ヲ

遁
候
様
ニ

立
願
仕
候
。
為
二

願
成

就
一

新
祭
礼
取
行
申
候
。
此
段
不
届
ニ

罷
成
、
拙
者
親
平
左

衛
門
御
追
放
ニ

被
二 

仰
付
一

候
。
其
節
上
山
梨
村
ニ

仁
右
衛

門
と
申
百
姓
ニ

神
職
御
預
ケ

被
レ

成
候
。
今
神
職
相
勤
罷
在

候
。
其
後
拙
者
親
平
左
衛
門
親
類
共

御
追
放
帰
参
之
御
訴
訟

申
上
、
拾
八
年
以
前
申
年
蒙
二

御
免
一

帰
参
仕
間
、
上
山
梨

村
ニ

居
住
仕
、
難
レ

有
奉
レ

存
候
。
然
共

先
祖
以
来
神
職
相
務

候
。
拙
者
儀
ニ

御
座
候
得
者
、
離
二

家
業
一

、
何
共
迷
惑
仕
候
。

古
衣

御
慈
悲
ヲ
先
規
之
通
神
職
相
勤
申
候
様
ニ

被
レ

為
二

仰 

付
一

被
レ

下
候
ハ
者
、
難
レ

有
可
レ

奉
レ

存
候
。
以
上
。 

 
 

 

宝
永
六
丑
ノ

卯
月 

訴
訟
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

村
松
新
五
右
衛
門 

   

（
注
） 

 
 

『
当
山
諸
由
緒
扣
』
は
、
引
用
す
る
古
文
書
の
前
後
に
注
を
記
す

体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
右
の
引
用
文
の
冒
頭
二
行
は
『
当
山
諸
由

緒
扣
』
編
纂
者
に
よ
る
注
。 

『当山諸由緒扣』所引「乍恐以口上奉願候」 

今
回
の
古
文
書
は
、
伝
説
を
歴
史
に
変
え
る
か
も
し
れ
な

い
史
料
で
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

１
、
内
山
真
龍
著
／
加
藤
菅
根
・
皆
川
剛
六
訳
『
遠
江
国
風
土
記
傳
』

（
歴
史
図
書
社
、
一
九
六
九
年
、
刊
本
初
出
一
九
三
五
年
、
原
著

一
七
九
九
年
）。 

２
、
中
村
育
男
翻
刻
『
掛
川
誌
稿 

全
翻
刻
』（
静
岡
新
聞
社
、
一
九
九

七
年
、
原
著
成
立
は
文
化
～
文
政
年
間
）。 

３
、
山
中
豊
平
著
／
山
中
真
喜
雄
編
集
・
発
行
『
遠
淡
海
地
志
』（
一
九

九
一
年
、
原
著
成
立
一
八
三
六
年
）
。 

４
、
本
多
隆
成
「
庶
民
信
仰
と
地
方
寺
院
」（
袋
井
市
史
編
纂
委
員
会
編

『
袋
井
市
史 

通
史
編
』
袋
井
市
役
所
、
一
九
八
三
年
）。 

（
一
六
八
五
） 

（
一
七
〇
九
） 



 

  

袋
井
市
歴
史
文
化
館
令
和
二
年
度
企
画
展 

中
遠
の
古
刹 

真
言
宗
西
楽
寺
Ⅰ 

―
―
縁
起
と
系
譜
―
― 

 

第
一
期 

 
 

会
場
：
袋
井
市
歴
史
文
化
館 

 
 

期
間
：
令
和
二
年
十
月
十
九
日
（
月
） 

 
 

 
 

 
 

～
令
和
三
年
一
月
十
五
日
（
金
） 

  

第
二
期 

 
 

会
場
：
袋
井
市
郷
土
資
料
館 

 
 

期
間
：
令
和
三
年
二
月
二
日
（
火
） 

 
 

 
 

 
 

～
令
和
三
年
五
月
五
日
（
水
） 
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西楽寺文書近世 3764-1 

享保 19年（1734）９月 

〔西楽寺・林光寺絵図〕 

（部分／坊名等加筆） 

 

名称は寛永 15年頃の表記。 

大坊 

本堂 

十所権現 

学頭坊 

梅本坊 

福知坊 松本坊 

鐘楼 

岸之坊 


